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1. はじめに

磐田市は、北東部に磐田原台地が広がり、台地の南部はポンプ排水を行う低平地とな

っている。 僧川は、磐田原台地や低平地から流出した雨水を集めながら南向きに流下

し、今ノ浦川、磐田久保川、旧 僧川、安久路川等の支川を合わせ、磐田市内を流下し、

二級河川太田川の河口部に合流している。 

 僧川・今ノ浦川流域は、ひとたび豪雨に見舞われると雨水がより低い土地に集中し、

河川の急激な水位上昇に伴い低地帯に流れ込んだ雨水が河川に排水できなくなるなど、

スムーズな排水が難しい流域特性に加え、低地への市街地の進出が複合して、浸水被害

が深刻化している。 

特に、磐田原台地南側の今ノ浦川沿いには、河川への自然排水が困難な低平地が広が

っており、大雨の際には、内水氾濫による農地の湛水や家屋の浸水被害が発生している。 

こうした特徴を持つ 僧川・今ノ浦川流域では、既往洪水において浸水被害が発生し

ているため、静岡県と磐田市は、 僧川流域を対象に平成10年９月豪雨と同程度の豪雨

の発生に対し、水害の防止または軽減を目指す「 僧川流域総合的治水計画」（平成15

年３月策定）を策定した。さらにその後、平成16年11月洪水と同規模の出水に対し、二

之宮地区の床上浸水の解消、今ノ浦川流域の浸水被害の軽減を目標とする「今ノ浦川総

合内水対策計画」（平成19年11月、平成31年事業完了）を策定し、抜本的な浸水被害の

軽減に取り組んできた。 

また、 僧川・今ノ浦川の流域では令和４年９月台風第15号など、近年さらに激甚な

水害が発生しており、IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)では「気候システムの

温暖化には疑う余地はない」とされ、将来における豪雨の発生件数と降雨量の増大が予

想されている。国土交通省による試算において、気候変動の影響により現在気候(1951～

2010年)に対し、気温が２度上昇した場合、降雨量は1.1倍になると推定されている。これ

を裏付けるように、全国でも平成27年９月関東・東北豪雨、平成28年北海道・東北豪雨、

平成30年７月豪雨、令和元年東日本台風など、相次いで想定を超える記録的な豪雨が発

生し、甚大な社会経済被害が生じている。 

このため、これからの治水対策では、近年発生している激甚な水害や気候変動に伴う

今後の降雨量の増大による水害の激甚化・頻発化に、流域全体で備える必要がある。 

今回作成した「 僧川・今ノ浦川水災害対策
みずさいがいたいさく

プラン」は、 僧川・今ノ浦川流域を対

象とし、河川管理者による河川改修を進めることはもとより、住民一人ひとりに至るま

で流域のあらゆる関係者が、浸水被害の実態や原因、対策の目標について認識を共有し

ながら、各々が取り組むべき「流域治水」の実現を図るための対策を示したものである。 
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2. 流域の概要

2.1. 河川及び流域の概要

 僧川は、静岡県磐田市の北部の神増に源を発し、今ノ浦川、旧 僧川、安久路川、磐

田久保川等の支川を合わせ水田地帯を流下し、太田川の河口部に合流する流域面積82.6km2、

幹線流路延長約 18km の二級河川である。 

 僧川流域は、昭和 50年以降、周辺都市である浜松市のベットダウンとして住宅地開発

が急速に進んできた。また、流域内を主要幹線の国道 1 号、国道 150 号、東名高速道路、

鉄道の東海道本線、東海道新幹線といった主要交通が東西に横断し、開発ニーズの高い地

域である。 

東海道本線や国道１号沿いには磐田市の主要市街地や工業地域が発達するとともに、東

名高速道路の磐田 IC や遠州豊田スマート IC、新東名高速道路の新磐田スマート IC がこれ

ら主要幹線と結ばれることにより他地域との活発な交流を可能にしている。 
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図 2-1  僧川・今ノ浦川の流域図 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 
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 僧川・今ノ浦川流域
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2.2. 流域の地形と土地利用

 僧川流域は、北東部に広がる標高10～110m程度の磐田原台地と南部の低平地に大きく

分かれた地形となっており、 僧川とその支川である今ノ浦川が主要な河川として太田川

に合流する形となっている。 

 僧川は、磐田原台地の西側を南向きに流下し、磐田田中川、祝川、旧 僧川、今ノ浦

川を合流しながら、太田川の河口付近へ合流する。 

今ノ浦川は、磐田原台地を縦断し、安久路川、磐田久保川、古川、倉西川を合流しなが

ら、 僧川に合流する。 

図 2-2  僧川流域の地形  

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 
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河川勾配は、今ノ浦川の台地部で１/100～１/200、 僧川の平地部で１/1000～１/5000

の緩勾配となっている。 

このように、 僧川の地形勾配が緩やかであるのに加え、平常時、洪水時共に、遠州灘

の干満の影響、太田川の高水位の影響を受けるため、地盤高が５m未満の平坦な地形が広

がる南部の低平地では、河川水位が高い状況が長く続き、古くから内水被害が頻発し、多

くのポンプ場が設置されるに至っている。 

図 2-3 中下流部の地形とポンプ場位置図 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 
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 僧川流域は、昭和50年以降、浜松市をはじめとする周辺都市のベットダウンとして住

宅地開発が急速に進められてきた。流域の土地利用状況からも、昭和51年から平成28年に

かけて、市街化区域で宅地は49%（昭和51年）から82%（平成28年）、市街化調整区域（高

台）で12%（昭和51年）から20%（平成28年）、市街化調整区域（低地）で19%（昭和51年）

から31％（平成28年）と増加し水田や農地の宅地化が進行している状況が確認できる。 

丘陵・台地における森林・農地の保水機能と、低平地における水田の遊水機能は治水上

重要な役割を果たしているが、開発に伴いこれらの機能が低下することで洪水流量は増加

する。加えて、かつては氾濫原であった川沿いに市街地が拡大し、その結果として都市型

水害の特徴でもある内水氾濫による浸水被害が頻発している状況にある。 

図 2-4 土地利用状況の変化（昭和 51年と平成 28 年） 
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出典：国土数値情報土地利用細分メッシュより作成

図 2-5 土地利用分類図（昭和 51 年（左）、平成 28 年（右）） 

出典：国土数値情報土地利用細分メッシュより作成 

※流域内の市街化区域、市街化調整区域のみを表示 
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3. 近年豪雨による浸水被害の分析

3.1. 浸水被害の状況

流域に大きな浸水被害をもたらした近年の洪水は、平成10年９月洪水（床上浸水46戸、

床下浸水259戸）、平成16年11月洪水等（床上浸水61戸、床下浸水163戸）、令和４年９月

洪水台風第15号（床上浸水75戸、床下浸水242戸）である。 

平成10年９月洪水で（台風第7号）は、 僧川流域の広い範囲で浸水被害が発生し、平

成15年に流域の総合的な治水対策（ハード対策・ソフト対策）を推進するため、 僧川流

域総合的治水計画が策定された。 

また、平成16年11月洪水（台風第18号）では、今ノ浦川流域を中心に多大な被害が発生

し、磐田久保川流域の二之宮地区における床上浸水の解消並びに今ノ浦川流域における浸

水被害の軽減のため、平成20年に今ノ浦川総合内水対策計画が策定された。当該事業で

は、今ノ浦川の河道改修や二之宮地区における下水道整備等が進められた。（平成31年事

業完了）。 

この他、平成26年10月の洪水では、 僧川のJR東海道本線上流区間において溢水したと

いう記録があり、令和元年10月洪水（台風第19号）では、浸水家屋数は多くなかったもの

の、古川・倉西川流域の道路冠水の範囲から、広範囲で農地湛水が発生していたと推測さ

れる。なお、これらの洪水では、今ノ浦川総合内水対策計画のハード整備が完了していた

ことから、二之宮地区では浸水被害が少ない状況であった。 

さらに、令和４年９月洪水（台風第15号）では、今ノ浦川や磐田久保川、半ノ池川の沿

川、古川・倉西川流域を中心に浸水被害が発生した。 

このうち、最大の床上浸水を発生させた令和４年９月洪水（台風第15号）では、２時間

雨量が101.6mm（年超過確率１/20～１/25程度）、24時間雨量が269.3mm（年超過確率１

/30～１/40程度）である。これに次いで、床上浸水被害が多かった平成16年11月洪水は、

２時間雨量が93.1mm（年超過確率１/10～１/20程度）、24時間雨量が227.2mm（年超過確

率１/10～１/20程度）である。 

表 3-1 近年洪水の浸水家屋数と雨量 

年月 洪水名 

浸水家屋（戸数）※1 雨量規模 

計 床上 床下 

2 時間雨量※2 24 時間雨量 

雨量※3

（mm） 

年超過確率 
※3

雨量※3

（mm） 

年超過確率 
※3

平成10 年 9月 台風第7号 308 49 259 95.5 1/10～1/20 230.8 1/10～1/20 

平成 16 年 11 月 集中豪雨 224 61 163 93.1 1/10～1/20 227.2 1/10～1/20 

平成 26 年 10 月 台風 18 号 29 3 26 67.1 1/2～1/3 227.8 1/10～1/20 

令和元年7月 集中豪雨 9 0 9 79.1 1/5～1/7 123.7 ～1/2 

令和元年 10月 台風第 19 号 1 1 0 49.0 ～1/2 205.6 1/7～1/8 

令和 4年 9月 台風第 15 号 317 75 242 101.6 1/20～1/25 269.3 1/30～1/40 

※1 浸水家屋数（戸数）は、磐田市提供資料等から集計 

※2 ２時間は 僧川流域の洪水到達時間に相当（クラーヘン式により算定） 

※3 雨量は流域平均雨量、雨量確率は静岡県の降雨の確率（H23、西部）からの推定値 
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【平成 16年 11月豪雨】 

図 3-1 平成 16 年 11 月豪雨 浸水実績 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 
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【令和元年 10月豪雨】 

図 3-3 令和元年 10 月豪雨での浸水実績 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 
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【令和 4年 9月台風第 15号】 

図 3-4 令和 4年 9月台風第 15 号での浸水実績 

※家屋被害位置は磐田市による浸水調査結果による 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成
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3.2. 浸水被害の分析

3.2.1. 現況河道の流下能力

 僧川・今ノ浦川は、「太田川水系河川整備基本方針（平成13年10月）」において、計

画規模を年超過確率１/50とする長期的な整備方針が位置づけられている。

また、「太田川水系河川整備計画（平成13年12月）」では、改修規模は平成10年９月洪

水と同規模の出水としており、 僧川は、下流区間を年超過確率１/20相当（東橋下流付

近440m3/s）、中上流区間を年超過確率１/10～１/５相当としている。この他、今ノ浦川、

旧 僧川は年超過確率１/20相当、倉西川は年超過確率１/10相当としている。

同計画では、 僧川、今ノ浦川、旧 僧川、倉西川において、引堤や低水路掘削が位置

付けられている。 

【 僧川の現況流下能力】 

 僧川の現況流下能力は、未改修区間であるJR東海道本線より上流を除き、概ね堤防で

概ね上記計画規模（年超過確率１/20）を満足している。流下能力が不足する東海道本線上

流では、平成26年10月洪水や平成27年９月洪水において、 僧川の水位が高い状況であった

ため、河道や接続する排水路から溢水し浸水が発生している状況である。 

図 3-5 現況流下能力- 僧川 
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【今ノ浦川の現況流下能力】 

磐田久保川合流点より下流は、今ノ浦川総合内水対策計画による河道改修が完了してお

り、全区間において堤防高で上記計画規模（年超過確率１/20）の流下能力を満足している。

今ノ浦大橋上流（加茂川合流点より上流）では、堤防高の流下能力が計画規模と同等であ

り、他区間に比べて相対的に小さい。 

図 3-6 現況流下能力－今ノ浦川 
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3.2.2. 浸水被害の原因

 僧川の JR 東海道本線より上流は、河川改修が未実施であり、相対的に流下能力が小さ

くなっている。このことから、平成 26 年 10 月洪水では、流下能力不足となり局所的に河

道からの溢水が発生した。 

 僧川の支川である祝川や磐田田中川についても、現況流下能力を超える洪水が発生し

た場合、河道や接続する排水路から溢水し、浸水被害が発生する可能性がある。 

図 3-7  僧川上流・祝川の浸水メカニズム 

河道の流下能力不足による越水、水位上昇 

+ 

河道に接続する排水路の水位も上昇し溢水、農地を中心に浸水 
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また、 僧川や今ノ浦川の下流域は、低平地が広がるため、洪水時に太田川の水位上昇

の影響を大きく受ける地域特性がある。 

古川・倉西川流域は地盤高が低く、太田川の水位上昇による今ノ浦川からの背水の影響

を強く受けることから、今ノ浦川に比べて堤防高の低い古川・倉西川からの溢水や農業用

排水路等への逆流・溢水により、既往洪水の浸水被害が発生した。令和４年９月洪水でも、

同様の背水の影響により、家屋被害や道路冠水が発生している。 

また、河川に比べて排水路の排水能力は相対的に小さいため、流域南部の低平地では、

既設排水路の施設規模を上回る洪水による浸水被害が発生しやすく、排水能力不足によっ

て、浸水が発生したと考えられる。 

図 3-8 今ノ浦川流域の内水地区における浸水メカニズム 

洪水時に太田川の水位が上昇し、今ノ浦川水位も上昇 

+ 

背水の影響で農地浸水拡大 

排水路や排水機場の流下能力が不足し溢水 

+ 

低平地で浸水発生（福田地区） 
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3.2.3. 令和４年台風第 15 号における浸水被害の特徴

令和４年９月台風第 15 号は、降雨確率規模が近年で最大となっており、河川整備計画

（1/20）、下水道計画（1/7）を大きく上回る超過洪水であり、太田川水位も HWL を超過す

るなど、災害リスクが非常に高い状況であった。 

浸水被害は、流域内で最も降雨量が大きくなった見付（120 分間雨量 123mm（1/80））付

近である、今ノ浦川上中流、磐田久保川、半ノ池川に集中した。 

また、家屋被害が集中した今ノ浦川上中流は、市街地の雨水排除は下水道により行われ

ているが、見付における１時間未満の短時間（20 分）の降雨強度は 135mm/hr であり、下

水道で想定する降雨強度 94.5mm/hr を大きく上回ることから、外水氾濫、内水氾濫が発生

した。

図 3-9 令和４年９月洪水の降雨状況 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 
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今ノ浦川流域では、短時間の降雨強度が排水ポンプや排水路の計画規模を上回ったこと

や、今ノ浦川の背水の影響を受け自然排水が困難になることにより、地盤高の低い地域を

中心に内水氾濫が発生した。 

家屋被害が発生したのは、今ノ浦川沿川や安久路川右岸の地盤高が低いポンプ排水が必

要な区域である。 

今之浦橋では HWL を超過するなど河道水位も上昇しており、さらに流出量に対してポン

プ排水が対応できず、浸水発生につながった状況が推測される。 

また、これらの地域では、1988 年頃に農地であった区域の宅地化が顕著であり、市街化

の進展が、流出量の増大や家屋被害の拡大につながったと推測される。 

図 3-10 浸水被害が集中した今ノ浦川沿川の地形と土地利用の状況 

出典：地理院地図の地盤高図及び航空写真より作成 
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令和４年台風第 15号のシミュレーション結果より、浸水被害が集中した今之浦川左岸第

４排水区について、接続水路の水位縦断図を確認したところ、ピーク水位がフラットにな

っており、主要排水路が満水状態であることが確認できた。 

下流端に位置する今之浦第１ポンプ場は、段階的整備の途中であり、計画上想定する排

水能力に至っていない。また、当該洪水によって、敷地内浸水が発生し地下重油タンクに

水が入ったことにより、４時間半程度にわたりポンプが故障停止している。 

これらの状況から、ポンプの排水能力を上回る流出量により浸水被害が発生し、ポンプ

の故障停止によって浸水継続時間が長くなったと推測される。 

図 3-11 今之浦川左岸第４排水区における浸水要因 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 

ポンプの故障停止により

水位が高い状態が継続

※シミュレーション水位

今之浦第１P
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磐田久保川、半ノ池川流域では、流下能力不足による外水氾濫、また背水の影響で接続

水路が溢水し、内水氾濫が発生したと推測される。 

令和４年台風第 15号のシミュレーション結果では、浸水区域周辺の河道水位が堤防高を

超えている状況が確認できた。 

当該洪水の流出量は、溢水区間の河道の流下能力を大幅に上回ることから、河道の水位

上昇および溢水が発生し、浸水被害につながったと考えられる。 

図 3-12 磐田久保川、半ノ池川における浸水要因 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 

JR

河道からの溢水による浸水1.04k

2.45k

磐田久保川水位縦断図

半ノ池川水位縦断図

※シミュレーション水位

磐田久保川

半ノ池川
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4. 気候変動による氾濫リスク

4.1. 広域かつ計画外力を上回る集中豪雨の発生状況

近年、毎年のように日本各地で、観測史上１位や計画規模を上回る豪雨などにより、

深刻な水害や土砂災害が発生している。 

表 4-1 観測史上１位や計画規模を上回る主な洪水 

洪水名称 主な河川 被害 

平成 27 年９月  

関東・東北豪雨 

鬼怒川等 死者２名、家屋被害約 8,800 戸  

平成 28 年８月  

北海道・東北豪雨  

空知川、札内川、 

芽室川等 

死者 24 名、全半壊約 940 棟、家屋浸水約

3,000 棟  

平成 29 年７月  

九州北部豪雨 

赤谷川等  死者 42 名、家屋の全半壊等 約 1,520 棟、

家屋浸水約 2,230 戸  

平成 30 年７月 

豪雨  

高梁川水系  

小田川等 

死者 224 名、行方不明者８名、住家の全半

壊等 21,460 棟、住家浸水 30,439 棟  

令和元年東日本台風  

(台風第 19 号)  

信濃川水系  

千曲川、阿武隈川等  

死者 90名、行方不明者９名、住家の全半壊

等 4,008 棟、住家浸水 70,341 棟  

【平成 27年９月関東・東北豪雨】     【平成 28年８月北海道・東北豪雨】  

【平成 30年７月豪雨】           【令和元年東日本台風】  

[小田川における浸水被害(岡山県倉敷市)]    [千曲川における浸水被害(長野県長野市)] 

図 4-1 観測史上１位や計画規模を上回る主な洪水の浸水状況 

出典：気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言～参考資料 第 1 回 気候変動を踏まえた水災害対策

検討小委員会 配付資料（国土交通省 水管理・国土保全局） 

 [空知川における浸水被害(北海道富良野市)]   [鬼怒川における浸水被害(茨城県常総市)] 
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出典：気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言～参考資料 第 1回 気候変動を踏まえた水災害対

策検討小委員会 配付資料（国土交通省 水管理・国土保全局）
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4.2. 降雨量の増加と海面水位の上昇

「気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言」※1では、将来の気温上昇を２℃以下に

抑えるというパリ協定の目標を基に開発されたシナリオ（RCP2.6）に基づいて設定され

たシナリオによれば、将来降雨量が1.1倍に増加、平均海面水位は0.29～0.59m上昇

（「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」※2）すると予測されており、治水計画

における計画規模や出発水位の設定（河口部の水位設定等）に影響が生じる。このため、

今後の水害対策のあり方に対する答申※3において、「・・・気候変動による影響や社会

の変化などを踏まえて、住民一人ひとりに至るまで社会のあらゆる関係者が、意識・行

動・仕組みに防災・減災を考慮することが当たり前となる、防災・減災が主流となる社

会の形成を目指し、流域全員が協働して流域全体で行う持続可能な『流域治水』へ転換

するべきである。」と述べられている。 

●気候変動を考慮した将来の降雨量の変化倍率 

●気候変動を考慮した将来の平均海面水位の上昇量 

※1 気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言 R１.10気候変動を踏まえた治水計画のあり方技術検討会 

※2 気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言 R２.７気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会 

※3 あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換と題する答申 
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4.3. 全国的に頻発化する集中豪雨の状況

近年、日本各地でゲリラ豪雨等の集中豪雨の発生回数が増加傾向にあり、静岡県内に

おける時間雨量50mm以上降雨の発生回数も、20年前に比べ約1.4倍に増加している。

図 4-2 時間雨量 50mm 以上の発生状況（全国と静岡県） 

S59 S61 S63 H2 H4  H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R1

昭和59年～平成11年

平均 10.6 回 
平成12年～令和元年

平均 15.0 回 
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4.4. 氾濫リスク

 僧川・今ノ浦川流域では、 僧川の JR 東海道本線より上流の未改修区間や、支川の祝

川、磐田田中川、古川・倉西川等の流下能力が小さく、気候変動の影響による集中豪雨の

増加に伴い、流下能力を超える洪水が発生した場合は、溢水が発生する可能性がある。 

また、排水路やポンプ場の能力不足、水門や逆流防止施設の未設置により、雨水を河川

に吐けないことや川からの逆流の影響で、南部の低平地では農地を中心とした広範囲での

浸水も想定される。 

令和４年９月の台風第 15 号で浸水被害が発生した今ノ浦川上流沿川では、JR 東海道本

線や緊急輸送路である県道 413 号が横断しており、利便性の良さから企業の進出や、宅地

化が進んでいる。航空写真からも 1990 年頃に比べて宅地化が進行していることが確認でき、

流域の保水・浸透機能の減少や下水道の排水能力を超える洪水の発生により、ポンプ排水

区を中心に多数の家屋被害が発生している。 

図 4-3 住宅の密集状況 

出典：地位院地図の航空写真より作成 

今ノ浦川 

加茂川

安久路川
磐田久保川

半ノ池川

県道 413号

JR東海道本線

JR東海道新幹線

浸水実績 

（R4.9 台風第 15 号）
浸水域も住宅が密集 

1987～1990 年頃

農地が中心の土地利用

出典：地理院地図

出典：地理院地図
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 僧川流域南部の低平地は、現状は農地を中心とした浸水が発生している状況であるが、

国道 150 号が横断し、福田地区を中心とした住宅地や学校、医療施設等の重要施設、遠州

灘沿岸の大規模工場等が立地している状況を踏まえると、今後の気候変動の影響により大

規模な浸水が発生した場合には、住民生活への影響が大きいことが想定される。 

これらの 僧川・今ノ浦川流域の特性を踏まえると、浸水による交通断絶は人流・物流

の停滞や迂回交通の発生などに影響を及ぼし、密集する市街地の浸水によって社会経済被

害は甚大になると考えられる。また、医療施設や学校等の重要施設では洪水時の機能低下

が懸念されるため、気候変動を考慮した降雨量の増加等に対する備えが必要である。 

図 4-4  僧川・今ノ浦川流域内の重要施設 

※出典：国土地理院基盤地図情報及び国土数値情報より作成 

：医療機関 

：学校 

：福祉施設
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5.  僧川・今ノ浦川水災害対策プラン

5.1. 水災害対策プランの基本方針

5.1.1. 水災害対策プランの目標と取組の考え方

「 僧川・今ノ浦川水災害対策プラン」（以下「水災害対策プラン」という。）は、 

僧川・今ノ浦川流域を対象とし、河川管理者による河川改修を進めることはもとより、住

民一人ひとりに至るまで流域のあらゆる関係者が、浸水被害の実態や原因、対策の目標に

ついて認識を共有し、流域全体が協働して取り組む「流域治水」による対策を示したもの

である。 

水災害対策プランは、長期的な取組と短期的な取組に分け、それぞれの目標を達成する

ために策定するものである。 

表 5-1  僧川・今ノ浦川水災害対策プランの目標 

項 目 短期的な取組 長期的な取組 

目 標 

長期対策を見据えた上で、浸水被害

が発生した令和 4 年 9 月洪水（台風第

15 号）と同規模の降雨に対して「家屋

被害及び道路冠水の軽減、逃げ遅れに

よる人的被害をなくすこと、氾濫発生

後の社会機能を早期に回復すること」

を目標とし、概ね10年間で実施するハ

ード対策とソフト対策を計画し取り組

むとともに、重点的に進捗管理を行

う。 

気候変動により、「これまでに経験

したことのない集中豪雨は発生する」

との認識のもと、河川整備における将

来計画の降雨量の 1.1 倍に対して、壊

滅的被害を回避するため、「家屋被害

及び道路冠水等の浸水被害の軽減、逃

げ遅れによる人的被害をなくすこと、

氾濫発生後の社会機能を早期に回復す

ること」を目標とし、河川対策や流域

対策のハード対策と避難対策や復旧対

策などのソフト対策に取り組む。 

対象区域 
 僧川・今ノ浦川流域のうち、浸水被

害が頻発している区域 
 僧川・今ノ浦川流域

対象期間 プラン策定から 5～10 年間 将来

対象外力 
令和 4年 9月洪水（台風第 15 号） 

(実績洪水)

河川整備における将来計画の計画降雨

量(年超過確率１/50)の 1.1 倍

留意事項 

以下に示す各計画と整合を図る。 

太田川水系河川整備計画（H13）、 僧川流域総合的治水計画（H15）、今ノ浦川

総合内水対策計画（H18） 

役割分担 

流域治水を実施する上では、河川法以外の様々な関連法令との調整が必要になる。

しかし、流域治水を包括的に所掌する法体制が整備されていないため、各個別法のも

と各部局が施策実施者となる。そのため、流域治水においては、取組内容を細分化

し、なおかつ河川管理者や関係部局との役割分担を明確にする。 
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5.1.2. 流域治水の必要性

これまで、 僧川・今ノ浦川流域では、これまでに発生した豪雨への対策として、河川

の改修や河床掘削等の維持管理に加え、内水対策として二之宮地区を中心にポンプ場・雨

水幹線・貯留施設の整備等を実施してきた。 

今後は、これまでに発生した豪雨だけでなく、気候変動による降雨量の増加にも対応す

るため、河川改修等の加速化に加え、流域のあらゆる既存施設を活用することや、リスク

の低いエリアへの誘導や住まいの工夫も含め、流域のあらゆる関係者が主体的に、流域全

体で総合的かつ多層的な対策を実施する「流域治水」の考え方に基づき、水災害対策を推

進する必要がある。 

出典：「流域治水」の基本的な考え方(国土交通省 水管理・国土保全局)

図 5-1 従来の総合治水と流域治水について 
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5.1.3. これまでの治水対策の効果

 僧川流域では、平成10年９月洪水において、 僧川流域の広い範囲で浸水被害が発

生し、平成15年に流域の総合的な治水対策（ハード対策・ソフト対策）を推進するた

め、 僧川流域総合的治水計画が策定された。

また、平成16年11月洪水では、今ノ浦川流域を中心に多大な被害が発生し、磐田久保

川流域の二之宮地区における床上浸水の解消並びに今ノ浦川流域における浸水被害の軽

減のため、平成20年に今ノ浦川総合内水対策計画が策定された。当該事業では、今ノ浦

川の河道改修や二之宮地区における下水道整備（雨水幹線、ポンプ場、貯留施設の整

備）等が進められた（平成31年事業完了）。 

表 5-2  僧川流域総合的治水計画および今ノ浦川総合内水対策計画の進捗状況（R4.2 時点）

※ 僧川流域総合的治水計画および今ノ浦川総合内水対策計画の事業を示す

 僧川流域 今ノ浦川流域

1-河道改修の推進： 僧川9.5k～11.5k 事業実施中 1-河道改修の推進：今ノ浦川1.45ｋ～4.3ｋ 完了

1-　　　　　〃　　　　　：旧 僧川0.7k～11.0k 完了 1-　　　　　〃　　　：倉西川0.0k～2.3k、古川1.35k～2.53k 未着手

1-　　　　　〃　　　　　：小島堰の撤去 完了

2-必要な排水ポンプの整備（南部第一Pの更新） 完了

4-下水道整備（幹線整備、ポンプ場3箇所新設） 完了

5-逆流防止樋門の設置（7基の整備） 完了-継続運用 5-逆流防止樋門の設置（5基の整備） 完了-継続運用

14-公共施設への貯留浸透施設の整備：9箇所 完了

15-農業用調整池の有効活用：安久路 完了

15-農業用調整池の有効活用：大池、柴田山、向陽
事業実施中
（柴田山）

 僧川流域・今ノ浦川流域　共通の施策

3-排水路の整備状況の把握・必要な排水路の整備 完了-継続運用

6-排水ポンプ場における施設・機器の嵩上げ、耐水壁の設置等の必要な耐水対策の推進 完了-継続運用

7-排水ポンプ場の周辺の浸水状況を把握するテレメータ水位計・監視カメラ等の監視施設の整備：15箇所 完了-継続運用

8-排水ポンプ場の日常点検の徹底：都市P11箇所、農林P19箇所の施設台帳作成 完了-継続運用

9-老朽化した排水ポンプ場の更新：ストマネ事業等により効率的な施設の改修・更新 事業実施中

10-河川事業と下水道事業の事業進度の調整 ※今ノ浦川総合内水対策計画に含む 完了-継続運用

11-ポンプ運転調整ルールの作成：ルールの運用開始 完了-継続運用

12-森林の保全・間伐等による適正な森林管理 ※今ノ浦川総合内水対策計画に含む 完了-継続運用

13-農地等の保水・遊水機能の保全 　　〃 完了-継続運用

16-既設防災調整池の適切な管理 　　〃 完了-継続運用

17-開発地での流出抑制対策の実施 　　〃 完了-継続運用

18-各戸での流出抑制施設に対する支援：125箇所 　　〃 完了-継続運用

19-洪水ハザードマップの公表：水害DIG200箇所 完了-継続運用

20-出水時の情報収集・伝達体制の構築 ※今ノ浦川総合内水対策計画に含む 完了-継続運用

21-避難情報の伝達システムの構築 　　〃 完了-継続運用

22-水防団の支援：資機材の整備、更新 完了-継続運用

23-住民参加型の防災教育・訓練の実施 ※今ノ浦川総合内水対策計画に含む 完了-継続運用

24-事業推進のためのパンフレットの作成 　　〃 完了-継続運用

25-住民参加型の川づくりの推進 　　〃 完了-継続運用

26-協議会による事業推進状況の確認 　　〃 事業実施中
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図 5-2  僧川・今ノ浦川流域 事業位置図（R4.2 時点） 

※表 5-2 と対応 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 

 僧川流域

今ノ浦川流域 

※大池と向陽雨水調整池は整備済み 
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【二之宮地区における対策効果】 

二之宮地区では、今ノ浦川の河道改修や雨水幹線、ポンプ場、貯留施設のハード整備

が完了したことにより、令和元年７月に下水道計画規模(68mm/hr)を上回る77mm/hrの洪水

が発生したが、家屋被害は発生せず、ハード整備の効果が確認できた。 

図 5-3 二之宮地区における対策効果 



32

【シミュレーションによる対策効果】 

これまでの治水対策の効果を確認するため、 僧川・今ノ浦川流域全体を対象にH16当

時と現在の施設状況（河川・下水道・流域対策）を想定し、氾濫シミュレーションを実施

した。 

氾濫シミュレーションの結果を以下に示す。平成16年以降は、今ノ浦川流域を中心に

治水対策が行われてきたため、今ノ浦川沿川を中心に浸水深が減少していることが確認で

きた。家屋被害については、床下浸水は概ね半減し、床上浸水は解消する改善効果が確認

できた。 

特に、二之宮地区では、平成16年11月洪水と同規模の洪水においても、浸水被害は発

生しないことが確認できた。 

〇市街地（宅地、道路）の浸水面積 

 （H16当時） 僧川・今ノ浦川流域  154ha ⇒（現在）111ha（- 43ha） 

〇床上・床下浸水被害 

（H16当時）床下浸水 583戸 ⇒（現在）床下286戸（-297戸） 

床上浸水 31戸 ⇒        床上  0戸（-31戸） 

※床上・床下浸水被害はシミュレーション結果からの推定であり、住居以外の建物も計上 

図 5-4 これまでの治水対策の効果の推定（H16.11 洪水） 
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図 5-5 シミュレーションによる対策効果（平成 16 年 11 月洪水） 出典：国土地理院基盤地図情報より作成

H16 当時の施設状況 現在の施設状況

【二之宮地区拡大】 【二之宮地区拡大】 

床下浸水：583 戸 

床上浸水：  31 戸 

【床上・床下浸水被害】 

床下浸水：286 戸（－297 戸） 

床上浸水： 0 戸（－31 戸） 

【床上・床下浸水被害】

※床上・床下浸水被害はシミュレーション結果から 

の推定であり、住居以外の建物も計上 
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5.1.4. 長期的な取組・短期的な取組における対象外力

 僧川・今ノ浦川水災害対策プランの長期的な取組における対象外力については、気候

変動を考慮した降雨量とする必要があることから、河川整備における将来計画（年超過確

率１/50）の計画雨量の1.1倍の降雨とする。 

短期的な取組における対象外力については、直近で大きな浸水被害をもたらした洪水に

よる被害の軽減を目指し、令和4年9月洪水（台風第15号）による実績降雨とする。 

【長期的な取組】

・河川整備における将来計画(年超過確率１/50 相当)の計画雨量の 1.1 倍（321mm/24hr） 

【短期的な取組】

・令和４年９月洪水（101.6mm/2hr※1：確率１/20～１/25※2、268.1㎜/24hr：確率１/30～

１/40）※降雨強度の地域偏差を考慮 

※1  僧川流域の最遠点から河口までの洪水到達時間142分に相当 

※2 雨量確率は静岡県の降雨の確率（H23、西部）からの推定値 

図 5-6 短期的な取組における時間雨量分布(令和４年９月（実績洪水）） 

図 5-7 長期的な取組における時間雨量分布（将来計画年超過確率１/50×1.1 倍）
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5.1.5. 流域治水の「３つの対策」の方向性

「水災害対策プランの目標」を達成するため、あらゆる関係者の協働により流域治水

を進めていくにあたり、その対策の特徴から①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対

策、②被害対象を減少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

に分類し、それぞれの視点から実施可能な施策を検討する。 

出典：「流域治水施策集 目的とそれぞれの役割 ver1.0 水害対策編」（令和４年 10 月）より抜粋 

図 5-8 流域治水の「３つの方向性」の概念図 
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5.2. 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策としては、雨水を速やかに排除するため、河

川等の流下能力を上げる対策、流出量のピーク及び総量を減少させ、河川への流出を抑制

する対策が挙げられる。具体的には、河川（河道）の流下能力の維持向上や流域内におけ

る雨水貯留機能拡大のための雨水貯留浸透施設の整備などが該当する。 

本プランに位置付ける施策の検討にあたっては、長期的な取組においては、現時点で考

え得る各管理者の治水対策を設定し、短期的な取組においては、具体的な実施内容（規模、

数量等）を設定した。 

ただし、流域内での雨水貯留機能の拡大等については、実施者の「協力」のもと行う施

策もあるため、民間等が実施者となる場合は、当該施策が推進されるための環境整備に必

要な実施内容の設定に留めた。 

5.2.1. 長期的な取組の検討

(1) 河川対策 

河川対策は、将来計画規模（年超過確率１/50）での 僧川・今ノ浦川及びその他流入

支川（磐田田中川、祝川、旧 僧川、安久路川、磐田久保川、半ノ池川、古川、倉西川）

の河道改修を想定し、下表のとおりとした。 僧川の合流先河川である太田川の河道改修

（将来計画規模（年超過確率１/50））も考慮する。 

また、磐田久保川や半ノ池川流域などにおける遊水地・雨水調整池の整備や、雨水排水

ポンプの増設・更新といったハード対策についても推進する。 

表 5-3 長期的な河川対策（河道整備）の取組内容 

河道整備 対策内容 

河道整備 

( 僧川、

今ノ浦川) 

静岡県 ・ 僧川、今ノ浦川の 1/50 計画河道への改修 

河川整備基本方針(１/50)の基本高水流量(流域の流出量が全て河道へ

流入すると想定した流量)が流下できる河道を全川にわたって整備する。

計画流量配分図を図 5-9 に、 僧川横断図の一部を図 5-10 に示す。 

河道整備 

(その他支川) 

静岡県 ・磐田田中川、祝川、旧 僧川、古川、倉西川、磐田久保川、半ノ池

川、安久路川の 1/50 計画河道への改修 

  僧川・今ノ浦川の河川整備基本方針と整合を図った将来計画(１/50)

を検討し、その基本高水流量(流域の流出量が全て河道へ流入すると想定

した流量)が流下できる河道断面を全川にわたって整備する。 

河道整備 

(太田川) 

静岡県 ・太田川の 1/50 計画河道への改修 

 河川整備基本方針(１/50)の計画高水流量が流下できる河道を全川にわ

たって整備する。 
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表 5-4 河道整備以外の長期的な河川対策の取組内容 

河川対策 対策内容 

遊水地・調整池の 

整備 磐田市 

・一言調整池整備（半ノ池川、磐田久保川） 

・安久路川遊水池整備（安久路川） 

・交通安全センター調整池整備（加茂川） 

雨水排水ポンプの

増設・更新 
磐田市 ・ポンプ場更新、建替（今之浦第２P、今之浦第３P） 

図 5-9 河川整備基本方針 計画流量配分図（１/50） 
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図 5-10 河道整備イメージ図（ 僧川）

(2) 流域対策 

流域対策は、雨水の河川への流出量の軽減や、流出時間を遅らせる効果が期待でき、地

盤への浸透を促す対策や、一時的に貯留する対策がある。 

長期対策における流域対策としては、水田貯留の実施や農地や森林の保全・整備を想定

し、河川や水路への流出量を減少させることで負担軽減を図る。 

水田貯留は、自然排水流域（ 僧川上流、磐田田中川、祝川、旧 僧川上流）の市街化

調整区域の水田を対象に農業者の協力や地域の理解を得ながら推進する。さらに、 僧川

中下流域の農地の保全や磐田原台地斜面の森林の保全・整備も行い、流域全体における浸

透能力や保水能力の維持・向上を図る。 

表 5-5 流域対策における貯留計算条件 

流域対策 対策内容 

水田貯留 

・水田一枚（1.0ha）あたり排水孔（30cm×30cm）が１箇所

あると想定し、その排水溝に下図に示すような堰板を設置し

た場合を想定。 

・畔高さは 30cm とし、初期湛水位は 10cm を想定。 

河道拡幅イメージ図

現況断面改修断面 

拡幅により河床幅拡大
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図 5-11 水田貯留の想定 

出典：国土地理院基盤地図情報より作成 

今ノ浦川 

 僧川

国道１号

JR 東海道本線

新幹線
磐田駅

水田貯留想定範囲 
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(3) 長期的な取組による減災効果 

長期的な取り組みによる改善効果を確認するため、 僧川流域全体を対象に現在の施設

状況と長期対策の取組の実施後を想定し、氾濫シミュレーションを実施した。 

氾濫シミュレーションの結果を以下に示す。河道改修により太田川の背水の影響が軽減

され、さらに 僧川上流の水田貯留により河川や排水路への流出量が削減されることで、 

僧川上流域や中下流域の農地を中心とした低平地の浸水が全体的に軽減する効果が確認でき

た。 僧川・今ノ浦川流域の市街地の浸水面積としては、130haの減少（約37％の減少）が

確認できた。

また、建物被害についても、床上浸水が47戸の減少（約81％の減少）、床下浸水が554戸

の減少（約40%の減少）が確認でき、長期的な取組に位置付けた施策により、浸水軽減効果

が確認できた。 

なお、長期的な取組を実施した後においても、市街地の浸水や建物被害は残ることに加

え、流域対策の水田貯留は農業者等の協力や理解度、土地利用転換による不確実性を有する

ことから、「被害対象を減少させるための対策」や「被害の軽減、早期復旧・復興のための

対策」を同時に推進していく必要がある。 

〇市街地（宅地、道路）の浸水面積 

 （現況） 僧川・今ノ浦川流域 350ha ⇒（長期対策後）220ha（-130ha） 

〇床上・床下浸水被害 

（現況）床下浸水 1383戸 ⇒（長期対策後）床下 829戸（-554戸） 

床上浸水  58戸 ⇒       床上  11戸（-47戸） 

※床上・床下浸水被害はシミュレーション結果からの推定であり、住居以外の建物も計上 

図 5-12 長期的な取組による効果の推定（将来予測降雨） 
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図 5-13 長期的な取組によるシミュレーション結果（将来予測降雨 １/50×1.1）  出典：国土地理院基盤地図情報より作成

床下浸水：1383 戸 

床上浸水：  58 戸 

【床上・床下浸水被害】 

床下浸水：829 戸（－554 戸） 

床上浸水： 11 戸（－47 戸） 

【床上・床下浸水被害】

※床上・床下浸水被害はシミュレーション結果から 

の推定であり、住居以外の建物も計上 流域対策により 

浸水が軽減 

最大 0.9m 程度 

浸水軽減 

現 況 長期対策後
河道拡幅により

背水の影響が軽減

最大浸水深（m）
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長期的な取組による、令和４年台風第15号に対する浸水軽減効果も同様に確認した。 

氾濫シミュレーションの結果を以下に示す。太田川や今ノ浦川などの河道改修により、

背水の影響が軽減され、古川・倉西川流域や 僧川上流域、中下流域の農地を中心とした低

平地の浸水が全体的に軽減する効果が確認できた。 僧川・今ノ浦川流域の市街地の浸水面

積としては、134haの減少（約50％の減少）が確認できた。 

また、建物被害についても、床下浸水が466戸の減少（約50%の減少）が確認でき、「氾

濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」として長期的な取組に位置付けた施策により、浸

水軽減効果が確認できた。 

〇市街地（宅地、道路）の浸水面積 

 （現況） 僧川・今ノ浦川流域 269ha ⇒（長期対策後）135ha（-134ha） 

〇床上・床下浸水被害 

（現況）床下浸水  917戸 ⇒（長期対策後）床下 451戸（-466戸） 

床上浸水  34戸 ⇒       床上  26戸（ -8戸） 

※床上・床下浸水被害はシミュレーション結果からの推定であり、住居以外の建物も計上 

図 5-14 長期的な取組による効果の推定（令和４年台風第 15 号） 
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図 5-15 長期的な取組によるシミュレーション結果（令和 4年台風第 15号）  出典：国土地理院基盤地図情報より作成

現 況 長期対策後

【今ノ浦川沿川拡大】 

床下浸水：917 戸 

床上浸水：  34 戸 

【床上・床下浸水被害】 

床下浸水：451 戸（－466 戸） 

床上浸水： 26 戸（－8戸） 

【床上・床下浸水被害】

※床上・床下浸水被害はシミュレーション結果から 

の推定であり、住居以外の建物も計上 
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5.2.2. 短期的な取組の検討

(1) 河川対策 

河川対策は、洪水氾濫の防止を目的として実施するものであり、河道整備では、洪水の

流れる断面を大きくするための改修や、洪水を安全に流下させるための堤防整備、河川の

上流域において洪水を一時的に貯留し、河道への流入量を減らすための雨水貯留池の整備

等が該当する。 

河道整備の対策メニューは、過去の洪水で浸水被害が発生している 僧川（JR東海道本

線より上流）、今ノ浦川、古川・倉西川における河道改修を位置付ける。 

 僧川（JR東海道本線より上流）では、河道改修を施工中（令和５年時点）であり、改

修断面相当で上流端（11.5k）までの改修を想定する。 

今ノ浦川については、2.5～5.0kの河道拡幅、倉西川においては現況堤防高が低い一部

の区間の嵩上げ、古川においては下流の堤防高相当までの堤防嵩上げを想定する。 

また、遊水地・雨水調整池の整備や、雨水排水ポンプの増設・更新といったハード対策

を推進し、背水の影響を受ける古川・倉西川については、樋門等の逆流防止施設の整備を

想定する。 

令和４年台風第15号において、浸水被害が発生した磐田久保川、半ノ池川流域は、局所

的な浸水被害が発生している箇所について、河川の状況を確認したうえで、対応可能な対

策を実施する。 
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表 5-6 短期的な主な河川対策の取組内容 

河川対策 対策内容 

河道整備 

静岡県 ・太田川の河道拡幅 

・ 僧川（9.5～11.5k）の河道拡幅 

・今ノ浦川（2.5～5.0k）の河道拡幅 

・倉西川（0.0～2.3k）の堤防嵩上げ 

・古川（0.0～2.53k）の堤防嵩上げ 

磐田市 加茂川の側壁嵩上げ 

遊水地・調整池の 

整備 

静岡県 柴田山農業用調整池の整備 

磐田市 加茂遊水地の整備（水堀川） 

逆流防止施設の 

整備 

静岡県 

磐田市 
逆流を防止するための樋門等の整備（古川・倉西川） 

雨水排水ポンプの

増設・更新 
磐田市 

・ポンプ場の整備（中川幹線見付P） 

・ポンプ場の更新（今之浦第１P） 

・ポンプの増設（鳥之瀬 P） 

・雨水排水ポンプ場、湛水防除排水機場の耐水化 

図 5-16 河道整備イメージ図  

堤防嵩上げイメージ図 

河道拡幅イメージ図

現況断面 

現況断面

改修断面

改修断面

堤防嵩上げ実施

拡幅により河床幅拡大



46

(2) 流域対策 

流域対策は、雨水の河川への流出量の軽減や、流出時間を遅らせる効果が期待でき、地

盤への浸透を促す対策や、一時的に貯留する対策がある。 

短期対策における流域対策としては、歩道舗装（透水性舗装）、水田貯留の実施を想定す

るとともに、開発許可に伴う調整池設置の指導を継続することで、河川や水路への流出量

を減少させ、負担軽減を図る。 

水田貯留は、農業者の理解や地域の合意形成を得ながら位置づけを検討する。 

また、調整池設置の指導については、磐田市の土地利用指導要綱に基づき、東海道本線

北側においては、開発許可基準よりも 0.3ha 以上１ha 未満で 1.2 倍、1ha 以上２ha 未満で

1.5 倍、２ha 以上は２倍の調整容量を設ける指導を継続する。 

さらに、浚渫による大池の貯留容量の確保や、安久路農業用調整池や向陽農業用調整池

などの湛水防除事業の調整池について、洪水調節効果が最大限発揮されるように施設操

作・ルールを見直す。 

図 5-17 水田貯留のイメージ  出典：「田んぼダム」の手引き 農林水産省
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(3) 短期的な取組による減災効果 

短期的な取り組みによる改善効果を確認するため、 僧川流域全体を対象に現在の施設

状況と前述した短期対策の取組の実施後を想定し、令和４年台風第15号を対象外力とした氾

濫シミュレーションを実施した。 

なお、短期的な取組の流域対策として位置づけた透水性舗装や水田貯留、調整池設置

は、農業者や地域との合意形成が得られていないことや具体的な整備箇所が確定していない

ことから、シミュレーションでは評価の対象外とした。 

氾濫シミュレーションの結果を以下に示す。短期的な取組を実施することにより、 僧

川・今ノ浦川流域の市街地における浸水面積は68ha減少（約25％減少）、建物被害は床下浸

水が226戸減少（約25%の減少）しており、「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」と

して短期的な取組に位置付けた施策により、浸水軽減効果が確認できた。 

〇市街地（宅地、道路）の浸水面積 

 （現況） 僧川・今ノ浦川流域 269ha ⇒（短期対策後） 201ha（-68ha） 

〇床上・床下浸水被害 

（現況）床下浸水 917戸 ⇒（短期対策後）床下691戸（-226戸） 

床上浸水 34戸 ⇒       床上 32戸（-2戸） 

※床上・床下浸水被害はシミュレーション結果からの推定であり、住居以外の建物も計上 

図 5-18 短期的な取組による効果の推定（令和 4年台風第 15 号洪水） 
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図 5-19 短期的な取組によるシミュレーション結果（令和 4年台風第 15号）  出典：国土地理院基盤地図情報より作成

現 況 短期対策後

【今ノ浦川沿川拡大】 

床下浸水：917 戸 

床上浸水：  34 戸 

【床上・床下浸水被害】 

床下浸水：691 戸（－226 戸） 

床上浸水： 32 戸（－2戸） 

【床上・床下浸水被害】

※床上・床下浸水被害はシミュレーション結果から 
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5.3. 被害対象を減少させるための対策

被害対象を減少させるためには、今後の流域内における市街化の進展を見据え、防災ま

ちづくりの観点から、浸水リスクを軽減し、またはこれ以上増加させない対策を講じる必

要がある。主な対策としては、都市計画や土地利用に関する施策が該当するため、災害ハ

ザード情報を収集・整理し、災害リスクを踏まえた将来的なまちづくりを検討することと

なる。 

災害ハザード情報の対象とする外力は、主に想定最大規模の洪水を対象としており、必

ずしも水災害対策プランの「長期」「短期」で対象とする外力に合致するものではないため、

被害対象を減少させるための対策は、「長期」「短期」に区分せず継続した取組となる。 

なお、災害ハザード情報には、「洪水に関する河川整備の見直し等を踏まえた浸水に関す

る情報」も含まれるため、水災害対策プランの「長期」や「短期」で検討したシミュレー

ション結果も災害ハザード情 

報の一つとして、まちづくりの検討に活用していく。 

被害対象を減少させるための対策の具体的な取組として、「立地適正化計画における居住

や都市機能の誘導」、「開発地での流出抑制対策の実施」を実施する。 

(1) 立地適正化計画に定めた防災指針に基づく取組の推進 

防災まちづくりの推進を図るため、磐田市では立地適正化計画において土砂災害や水害

等の災害リスクの高い箇所を住居誘導区域から除外する方針を定めている。しかしながら、

現状では、これらの災害のリスクの高い箇所は広範囲に及び、居住誘導区域に重複してい

る。このことから当区域内において、今後、気候変動の影響を考慮した降雨による水害リ

スクに対応するため、市内全域における防災対策・安全確保策を定めた「防災指針」を作

成する必要がある。 

図 5-20 磐田市立地適正化計画 

出典：磐田市立地適正化計画 2018 年（平成30 年）３月
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■防災まちづくりの推進を図るため「立地適正化計画作成の手引き」に従い、防災指針を

作成する。 

出典: 立地適正化計画作成の手引き 

■災害リスク分析と防災・減災まちづくりに向けた課題の抽出にあたり、災害ハザード 

情報等の収集、整理が必要。 

出典: 立地適正化計画作成の手引き 
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■「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」を踏まえ防災指針を作成する。 

■水災害に関するハザード情報をもとにリスク評価を行う。 

■「洪水に関する河川整備の見通し等を踏まえた浸水に関する情報」も含まれるため、検討した 

シミュレーション結果も災害ハザード情報の一つとして、検討に活用していく。 

出典：水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（概要）

■水害リスクを踏まえた防災まちづくりの方向性や、リスクを軽減又は回避する対策を

検討することが必要である。 

■治水バランスを確保し、流域全体で安全を確保するため、流域・広域の視点から関係 

者の連携が必要である。 

出典：水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（概要） 
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(2) 開発地での流出抑制対策の実施 

開発行為による市街化の進行により、河川や排水路の能力を流出量が上回り、溢水、浸

水被害に繋がっている。雨水流出を抑制するため、防災調整池の整備や、雨水浸透性のあ

る舗装等の導入等が有効である。 

磐田市の土地利用指導要綱では、開発を行う区域の面積に応じて、一時的に雨水を貯留

する調整池を設置することを定めている。 

この要綱より、施行区域の面積が２ha以上の場合は約987m3/ha（60分貯留）、２ha未満の

場合は約494m3/ha（30分貯留）の調整池を設置する必要がある。ただし、東海道本線北側

（天竜川水系又は太田川及び敷地川に直接流入する地域を除く）においては、開発許可基準

よりも0.3ha以上１ha未満で1.2倍、1ha以上２ha未満で1.5倍、２ha以上は２倍の調整容量を

設ける必要がある。 

東海道本線北側の区域は、既往洪水でも浸水被害が多発しており、浸水リスクの高い地

域であることも踏まえ、このような流出抑制対策の強化を今後も継続して取り組んでいく。 

表 5-7 開発施工区域と調整容量 

出典：土地利用事業に関する指導要綱 関係資料 
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5.4. 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策としては、主に避難や社会機能の早期回復に

かかるソフト施策が該当する。 

なお、前述の「5.2. 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」や「5.3. 被害対象

を減少させるための対策」は、取組の実施や効果の発現に一定程度の期間を要するため、

地域住民の生命を守り、被災しても地域が機能不全に陥ることのないよう、避難体制の強

化や社会機能の早期回復にかかるソフト対策を併せて実施することが重要である。 

 僧川・今ノ浦川流域における具体的な取組としては、「水害リスク情報の充実」や

「避難行動を促すための取組」を実施する。 

(1) 水害リスク情報の充実 

静岡県では、水害リスク情報の空白域の解消のため、平成 30 年５月に 僧川、今ノ浦川、

令和４年６月に旧 僧川、祝川、磐田田中川、安久路川、半ノ池川における洪水浸水想定

区域図を公表した。これらは、現時点での河道状況において、想定し得る最大規模の降雨

に伴う洪水により河川が氾濫した場合の浸水状況を、氾濫シミュレーションしたものであ

る。 

一方、この区域図には、支川の氾濫や内水による氾濫等は考慮していないため、これら

を考慮した雨水出水浸水想定区域図を作成し公表する。また、作成した水害リスク情報を

宅地建物取引業団体等へ情報提供することで、居住者等に対して水害リスクを周知する。 

出典：静岡県HP 
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■下水道区域内における雨水出水浸水想定区域図及び洪水・内水ハザードマップの作成・公

表を行い、リスク情報空白域の解消を目指す。

出典：国土交通省 HP 

併せて、降雨による土砂災害の危険性を住民に周知するため、土砂災害警戒区域標識

等の設置を進める。 
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(2) 避難行動を促すための取組 

洪水浸水想定区域図等の水害リスク情報を踏まえ、避難に必要な避難場所や情報伝達方

法等を表示したハザードマップの作成、公表を行うとともに、このハザードマップを活用

して、住民一人ひとりが様々な洪水リスクに対しどのような避難行動をとればよいか、ま

た、どのようなタイミングで避難すればよいかを自ら考える、「わたしの避難計画」（マ

イ・タイムライン）の普及を図るため、ワークショップ等により作成の目的や効果、作成

方法を周知していく。 

また、避難計画の立案や迅速な避難のためには、刻一刻と変化する降雨等の情報を入手

できる環境を整備する必要があることから、避難行動を促すための情報として氾濫や溢水

が生じやすい河川の水位情報やライブカメラ映像等を配信するとともに、主要幹線におけ

る冠水状況の監視や映像配信などの充実を図る。 

■住民にマイ・タイムライン（河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な防

災行動を時系列的に整理したもの）の目的や効果、作成方法等の周知を行い、作成を

呼びかけるとともに、作成のためのワークショップ等を開催し支援する。 

出典：国土交通省HP 「流域治水」の基本的な考え 



56

5.5. 水災害対策プランのロードマップ

ここでは、「①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「②被害対象を減少させ

るための対策」、「③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」の視点から、短期的

（今後概ね10年）に取り組む内容を整理した。整理においては、具体的な施策名やその対

策量の記載に努めるとともに、実施主体や実施機関についても明示した。 
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表 5-8  僧川・今ノ浦川水災害対策プラン ロードマップ（1/2） 
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表 5-9  僧川・今ノ浦川水災害対策プラン ロードマップ（2/2） 

対策メニュー
機関 担当課 内容 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

③-1 想定最大規模の内水浸水想定区域図の作成・公表 磐田市 磐田市危機管理課・道路河川課
・想定し得る最大規模の外力に対する内水浸水リスクを表示するため、内水浸水
想定区域図の作成・公表を行う。

③-2 宅地建物取引業団体への水災害リスク情報等の説明 磐田市 磐田市危機管理課
・土地等の購入にあたっての水災害リスク情報の提供のため、宅地建物取引業団
体への説明を行う。

③-3 洪水ハザードマップの作成・公表・利活用 磐田市 磐田市危機管理課
・水災害リスク情報空白地帯を解消するため、公表済みの浸水区域図に基づき洪
水ハザードマップの作成・公表・利活用を行う。

③-4 内水ハザードマップの作成・公表・利活用 磐田市 磐田市危機管理課
・水災害リスク情報空白地帯を解消するため、内水ハザードマップの作成・公
表・利活用を行う。

③-5 雨水管理総合計画の作成・利活用 磐田市 磐田市道路河川課
・当面・中期・長期にわたる下水道の浸水対策の目標、施設整備の方針を定める
雨水管理総合計画を作成し、計画的に対策を進める。

③-6 民間施設を避難所として活用する 磐田市 磐田市危機管理課
・民間施設管理者（事業所・商業施設）と協定を締結し、洪水時の避難場所とし
て活用する

③-7
県総合防災アプリ「静岡県防災」を活用した避難シミュレー
ションや、防災出前講座等の実施による県民の防災意識の高揚

静岡県 西部地域局
・県防災アプリ「静岡県防災」の活用。
・地震防災センター、地域局、市町による防災出前講座の実施。

③-8
関係部局と連携した出前講座の周知
市町教育委員会、学校担当者に対する研修会での周知

磐田市 磐田市危機管理課 ・水災害リスク情報等の周知のため、出前講座や研修会を実施する。

③-9 土砂災害・全国防災訓練、防止講習会、出前講座 磐田市 磐田市危機管理課 ・土砂災害リスク情報の周知のため、講習会や防災訓練を実施する。

③-10
ハザードマップ内の社会福祉施設等に対する、避難確保計画の
策定などの取組に対する支援

磐田市
磐田市危機管理課・福祉課・
高齢者支援課

・人的被害を軽減するため、社会福祉施設に対する避難確保計画の策定を支援す
る。

③-11 マイタイムラインの推進 磐田市 磐田市危機管理課
・住民一人ひとりの家族構成や生活環境に合わせて「いつ」・「何をするのか」
をあらかじめ時系列で整理した「マイ・タイムライン」の作成を推進する。

③-12 「わたしの避難計画」の作成・普及 磐田市 磐田市危機管理課
・今後起こりうる大規模災害に備えて、一人ひとりが「いつ」「どこ」に避難す
るかを事前に整理する「わたしの避難計画」の作成・普及を推進する。

③-13 要配慮者施設の避難確保計画の作成支援 磐田市 磐田市福祉課・高齢者支援課 ・要配慮者の人的被害を軽減するため、避難確保計画の作成を支援する。

③-14
被災後の早期復旧・復興を図るための洪水浸水区域の土地情報
の整備（地籍調査事業）

磐田市 磐田市農林水産課
・洪水浸水浸水区域の土地利用情報の正確な把握のため、地籍調査事業を実施す
る。（見付地区の一部）

③-15 橋梁の耐震補強等による流失対策
静岡県
磐田市

袋井土木事務所河川改良課・工事課
磐田市道路河川課

・水災害時に橋梁の流出につながらないよう耐震補強等を実施。

③-16 橋梁点検に基づく維持管理
静岡県
磐田市

袋井土木事務所河川改良課・工事課
磐田市道路河川課

・橋梁点検などの維持管理を継続的に行い、災害時の施設の損傷を防止する。

③-17 氾濫水を早期に排水するための対策 磐田市 磐田市危機管理課・道路河川課
・排水ポンプ車の借り受け等、浜松河川国道事務所と連携し氾濫水を早期に排水
する。

③-18 国による被災自治体の災害応急対策への支援の活用 磐田市 磐田市危機管理課 ・関係者と連携し一体となり災害応急対策支援を活用する。

③-19 ハード整備効果の積極的な情報発信
静岡県
磐田市

袋井土木事務所企画検査課
磐田市道路河川課

・シミュレーション結果などを活用し、ハード整備の効果を積極的に県・市ホー
ムページで公表する。

③-20 浸水センサ・カメラの設置 磐田市 磐田市危機管理課 ・浸水センサ18箇所、カメラ２箇所を設置し、出水時の水位監視を行う。

③-21
水防訓練、水災害避難訓練の実施
マイ・タイムラインの検証

磐田市 磐田市危機管理課
・実効性のある水防演習、土砂災害訓練、出前講座を実施し、マイ・タイムライ
ンの検証を行う。

③-22 サイポスレーダーの周知・活用 静岡県
西部地域局
袋井土木事務所河川改良課

サイポスレーダーを周知し、活用する。

３．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

備考施策名
実施主体 実施期間
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 僧川・今ノ浦川

水災害対策プラン 
施策位置図 

①-1 河道拡幅

①-2 堤防整備・強化対策

河道拡幅

排水ポンプの増強

遊水地・調整池の整備

樋門の整備（逆流防止）

加茂遊水地

①-12 河川管理施設 の計画的な

維持管理・更新・整備

柴田山調整池

見付 P

今之浦第１P

鳥之瀬 P

①-5 湛水防除事業により整備した災調整池の有効活用 ①-8 森林保全

①-10 歩道舗装（透水性舗装） ①-11 都市計画法開発許可に伴う調整池設置の指導

①-6 排水対策のための農業水利施設の整備

（施設の更新・長寿命化）

①-3 遊水地・調整池の整備
①-15 雨水排水ポンプ場の整備

雨水排水管の整備

①-7 流水の貯留機能拡大（水田貯留等）

①-16 計画的な耐水化の実施

大池

氾濫をできるだけ防ぐための対策

被害対象を減少させるための対策

被害の軽減・早期復旧・復興のための対策

①-4 事前放流等による調整容の確保、排水機場の

予備排水（施設の更新・長寿命化）

①-17 局所的な浸水被害への対応

出典：国土地理院基盤地図情報より作成

出典：国土地理院基盤地図情報より作成
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6. 水災害対策プランの今後の進め方

各対策における取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整
備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組
むことが必要である。 
対策効果の早期発現のため、水災害対策プランに位置付けた取組を実施する一方で、引

き続き協議会を開催し、PDCA サイクルによる対策の実施、毎年の進捗管理と中間年次に
おける効果検証、必要に応じてプランの見直しを行いながら、目標の確実な達成に向けて
関係部局が連携して取り組む。
また、短期の取組の検討において、近年発生した水害を対象としたが、当該水害が必ず

しも各河川（地区）において最も危険となる降雨特性とは限らない。このため、取組期間
中に短期の取組の検討で設定した外力を上回る規模の水害が発生した場合は、当該水害を
分析の上、水災害対策プランの対象外力の見直しも含め、プランの検証（PDCA）を行う。

図 6-1 水災害対策プラン PDCA サイクル図 


